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の
増
は
1
年
間
の
凍
結
が
決
ま

っ
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。

●
議
案
第
12
号

　

湯
沢
町
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て■
審
査
の
結
果

　

「
全
員
賛
成
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
」

　

平
成
16
、
17
年
度
の
税
制
改

正
に
よ
り
、
公
的
年
金
等
控
除

の
最
低
補
償
額
の
引
き
上
げ
や
、

高
齢
者
の
非
課
税
限
度
額
が
廃

止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
収
入

が
変
わ
ら
な
い
の
に
所
得
が
増

え
、
そ
の
結
果
介
護
保
険
料
が

急
増
し
た
人
へ
の
激
変
緩
和
措

置
は
、
平
成
18
年
、
19
年
と
実

施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
度
厚
生
労
働
省
が
、
平
成

20
年
も
実
施
す
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
保
険
者
の
判
断
に
委

ね
る
と
通
知
し
て
き
た
こ
と
か

ら
、
湯
沢
町
で
は
平
成
20
年
も

実
施
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
。

ち
な
み
に
、
住
民
税
と
国
保
税

の
激
変
緩
和
措
置
は
平
成
19
年

度
で
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

●
議
案
第
14
号

　

湯
沢
町
後
期
高
齢
者
医
療
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

■
審
査
の
結
果

　

「
全
員
賛
成
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
」

　

湯
沢
町
が
行
う
後
期
高
齢
者

医
療
の
事
務
に
つ
い
て
、「
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
」
な
ど
の
関
係
法
令
や
、

「
新
潟
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
の
行
う
医
療
事
務
に
関

す
る
条
例
」
に
定
め
ら
れ
て
い

る
も
の
の
他
を
こ
の
条
例
で
定

め
る
も
の
。
内
容
は
、
第
1
章
・

町
が
行
う
事
務
、
第
2
章
・
保

険
料
、
第
3
章
・
雑
則
、
第
4

章
・
罰
則
の
計
10
条
か
ら
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
付
則
で
は
、

平
成
20
年
度
の
保
険
料
の
納
期

の
特
例
、
延
滞
金
の
割
合
の
特

例
を
定
め
て
い
る
。

◎
主
な
質
疑

Q����

…
老
人
保
険
が
な
く
な
り
後

期
高
齢
者
医
療
と
い
う
新
し

い
事
務
が
入
っ
た
わ
け
だ
が
、

事
務
量
は
増
え
る
の
か
減
る

の
か
。

A��
…
従
前
よ
り
も
増
え
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

●
議
案
第
16
号

　

平
成
19
年
度
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
3
号
）

に
つ
い
て

■
審
査
の
結
果

　

「
全
員
賛
成
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
」

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
そ
れ
ぞ
れ
348
万
4
千
円
を

追
加
し
、
総
額
を
11
億
32
万
8

千
円
と
す
る
も
の
。
国
庫
補
助
金
、

交
付
金
等
の
交
付
決
定
に
伴
う

予
算
の
過
不
足
の
補
正
で
あ
る
。

◎
主
な
質
疑

Q�����

…
出
産
一
時
金
に
つ
い
て
は
、

12
月
補
正
で
は
減
ら
し
て
お

き
な
が
ら
、
今
回
ま
た
増
や

す
の
は
な
ぜ
か
。

A���

…
見
通
し
を
誤
っ
て
、
12
月

補
正
で
は
減
ら
し
過
ぎ
た
た

め
で
あ
る
。

●
議
案
第
19
号

　

平
成
19
年
度
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
4
号
）
に

つ
い
て

■
審
査
の
結
果

　

「
全
員
賛
成
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
」

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
117
万
6
千
円
を
減
額

し
、
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
7
億
421

平
成
20
年
3
月
7
日

●
議
案
第
11
号

　

湯
沢
町
国
民
健
康
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

■
審
査
の
結
果

　

「
全
員
賛
成
で
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
」

　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、

平
成
20
年
4
月
1
日
施
行
分
に

つ
い
て
、
湯
沢
町
国
民
健
康
保

険
で
も
条
例
の
一
部
の
改
正
を

行
な
う
も
の
。
そ
の
内
容
は
、

①
乳
幼
児
の
医
療
費
自
己
負
担

割
合
を
2
割
負
担
に
軽
減
す
る

対
象
年
齢
を
「
3
歳
未
満
」
か

ら
「
義
務
教
育
就
学
前
」
ま
で

に
拡
大
す
る
、
②
現
役
並
み
所

得
者
以
外
の
70
歳
以
上
75
歳
未

満
の
人
の
自
己
負
担
割
合
を
2

割
と
す
る
、
③
被
保
険
者
の
健

康
の
保
持
増
進
の
た
め
、
保
健

事
業
で
は
保
険
者
に
特
定
健
康

診
査
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
、

以
上
の
3
点
で
あ
る
。

　

な
お
、
①
の
拡
大
に
よ
っ
て

50
名
程
度
の
増
に
な
る
見
込
み
、

②
の
自
己
負
担
割
合
の
2
割
へ

万
2
千
円
と
す
る
も
の
。
歳
入

は
、
配
食
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
86

万
4
千
円
と
一
般
会
計
繰
入
金

43
万
3
千
円
の
減
額
、
激
変
緩

和
措
置
継
続
の
た
め
の
シ
ス
テ

ム
改
修
国
庫
補
助
12
万
1
千
円

の
増
額
で
、
差
引
117
万
6
千
円

の
減
額
補
正
。
歳
出
は
、
シ
ス

テ
ム
改
修
費
157
万
5
千
円
の
増

額
、
介
護
認
定
審
査
会
負
担
金

73
万
7
千
円
の
減
額
、
配
食
サ

ー
ビ
ス
給
付
費
216
万
円
の
減
額

な
ど
で
あ
る
。

◎
主
な
質
疑

Q�

…
シ
ス
テ
ム
改
修
に
12
万
円

の
補
助
し
か
な
い
の
に
、
実

際
は
157
万
円
か
か
っ
て
い
る

の
は
な
ぜ
か
。

A���

…
国
か
ら
は
12
万
円
の
あ
て

が
い
ぶ
ち
の
補
助
し
か
な
い
。

そ
れ
を
上
ま
わ
っ
た
分
は
町

負
担
が
当
然
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

Q�

…
シ
ス
テ
ム
改
修
は
日
本
電

子
計
算
に
頼
ん
で
い
る
が
、

妥
当
な
の
か
。

A���

…
シ
ス
テ
ム
を
組
ん
だ
の
が

そ
の
会
社
な
の
で
、
改
修
も

そ
の
会
社
し
か
や
れ
な
い
。

こ
れ
で
も
減
額
の
折
衝
を
や

っ
た
上
で
の
価
格
で
あ
る
。

Q�

…
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
費
が

厚
生
福
祉
常
任
委
員
会
報
告

�


